
甲南大学国際言語文化センター特定任期教員規程 

                             平成 20 年 1 月 25 日 

                             理事会制定 

（目的） 

第１条 この規程は、甲南大学国際言語文化センター規程（以下「規程」という。）に

基づき、特定任期教員の採用及び就業に関する事項等について定める。 

 

 （定義） 

第２条 特定任期教員とは、国際言語文化センターの教育目標実現のために、言語文

化教育の高度化を目指す上で特に必要と認める者で、待遇等について特例の扱いを

することを条件に採用したものをいう。 

 

 （職務） 

第３条 特定任期教員は、国際言語文化センター所長の指示に従い、職務にあたる。 

２ 前項に定める職務の内容は、次のとおりとする。 

（１）本大学の学生に対する外国語の授業及び相談・指導 

（２）言語教育に関する教授法の研究並びにカリキュラムの開発及び立案 

（３）その他言語教育に関する必要な業務 

 

（採用条件） 

第４条 特定任期教員は、次の各号のすべてに該当し、かつ、大学における教育を担

当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者の中から採用する。 

（１）担当する外国語を母語とする者又はこれに準ずる外国語運用能力を有する者 

（２）修士課程を修了した者又はこれに準ずる外国語運用能力を有する者 

（３）本大学の言語教育、言語文化に関する教育に理解を有する者 

 

 （任期） 

第５条 特定任期教員の任期は、３年とする。教育上特に必要と認めた場合は、通算

３年を超えない範囲で１年ごとに更新することができる。ただし、特定任期教員は、

当該任期中（当該任期が始まる日から１年以内の期間を除く。）であっても、その意

思により退職することができるものとする。 

 

（採用手続） 

第６条 特定任期教員の採用手続は、甲南大学国際言語文化センター教員人事手続規

程を準用し、国際言語文化センター教授会の議を経て、学長の推薦に基づき、理事

長が決定する。ただし、資格審査基準は第４条による。 



 （雇用契約） 

第７条 特定任期教員の雇用契約は、当該者と学校法人甲南学園との間で、別に定め

る所定の様式（外国語を母語とする者にあっては日本文及び英文で契約し、正文は

日本文による契約書とする。）をもつて行う。 

２ 特定任期教員が、甲南学園就業規則第 14 条に定める事項のいずれかに該当する場

合、職務上の義務に違背した場合又は学園の信用を著しく傷つける行為に及んだ場

合には、甲南学園は契約を解除することがある。 

 

（待遇等） 

第８条 特定任期教員の待遇等については、別に定める。 

 

 （就業に関する規程の準用） 

第９条  就業に関する事項等については、この規程に定めるもののほか甲南学 

 園就業規則第 15 条（解職制限）、第 17 条（休日・休務日）、第 22 条から第 22 条の 3

まで（特別休暇）、第 24 条から第 25 条まで（就業）、第 27 条から第 29 条まで（出

張、遅刻、早退及び外出、兼職）、第 36 条から第 44 条まで（懲戒、懲戒の種類、譴

責又は減給、停職、諭旨退職又は懲戒解雇、保健衛生、病者の就業禁止、健康診断、

災害補償）の規定及びその他関連規程を準用する。 

 

（公表） 

第 10 条 この規程の制定及び改廃は、公表する。 

 

 （改廃） 

第 11 条 この規程の改廃は、大学会議の議を経て、理事会が行う。 

 

 

   附 則 

この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

 



甲南大学国際言語文化センター特定任期教員規程施行細則 

 

                             平成 20 年 1 月 25 日 

                               常任理事会承認 

 （目的） 

第１条 この細則は、甲南大学国際言語文化センター特定任期教員規程に基づき、特

定任期教員の待遇等について定める。 

 

（勤務日及び勤務時間） 

第２条 特定任期教員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。 

(1) 勤務日は、原則として１週５日とする。ただし、行事その他臨時に必要がある

ときは、休日に勤務を命じることがある。 

(2) 勤務時間は、原則として１週 40 時間とする。 

(3) 授業担当時間数は、１週 24 時間とする。 

 

 （休日） 

第３条 休日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

(3) 学園創立記念日（４月 21 日） 

(4) 冬期休日は、学年暦の定めに基づきその都度定める 

２ 前項以外に休日を必要としたときは、所長を経由して、学長の承認を得て年間 20

日以内の休日を取得することができる。ただし、休日を取得できる時期は８月中と

する。 

 

 （給与等） 

第４条 特定任期教員の給与等は、次のとおりとする。 

(1) 給与は、年俸制とし、12 回均等払いの月額を、原則として、毎月 21 日（当日

が休日又は土曜日に当るときは、その前日）に日本国通貨をもつて支給する。 

(2) 給与は、年俸 4,500,000 円から 6,000,000 円の範囲で、能力及び経験に応じて、

理事長が学長と協議のうえ、その都度定める。ただし、為替レートの変動等によ

り採用に影響が出ると予想される場合は、理事長は学長と協議のうえ、常任理事

会に諮り、範囲を超えて額を定めることができる。 

(3) 住居手当は、甲南学園給与規程に準じて支給する。 

(4) 通勤手当は、甲南学園通勤手当支給細則に準じて支給する。 

(5) 超過時間手当は、24 時間を超えて授業を担当した場合、甲南学園給与規程別表



第 15 表①の講師の区分を適用し支給する。 

２ 月の途中において特定任期教員として採用された場合又は退職した場合の月額給

与は、発令日を基準として、日割り計算で支給する。ただし、死亡による退職に

限り、当月分の給与の全額を支給する。 

３ 疾病等により、１箇月につき 15 日間を超えて勤務できない場合には、月額給与を

減額することができる。 

 

 （控除） 

第５条 給与から控除されるものは、所得税等法規で定められたものとする。 

 

 （改廃） 

第６条 この細則の改廃は、常任理事会が行う。 

 

附 則 

この細則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

 


